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平成 26 年 2 月 3 日 

    

公益法人協会「東日本大震災公益法人協会「東日本大震災公益法人協会「東日本大震災公益法人協会「東日本大震災    草の根支援組織応援基金」草の根支援組織応援基金」草の根支援組織応援基金」草の根支援組織応援基金」    

第第第第 1111 回回回回    配分要綱配分要綱配分要綱配分要綱    

    

公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人    公益法人協会公益法人協会公益法人協会公益法人協会    

 

１１１１    本基金の目的本基金の目的本基金の目的本基金の目的    

公益法人協会では東日本大震災の発災後間もなく、「東日本大震災被災者救援基金」を立ち

上げ、被災地緊急支援を実施いたしました（平成 23 年 10 月終了）。 

今回の本基金は、東日本大震災及び福島原発災害被災地域において被災者の生活再建の支

援事業に従事しておられる現地の民間非営利団体の活動に対して、資金的に少しでもお役に

立ちたいという思いから、公益法人協会が昨年６月に再び設置したものです。公益法人をは

じめとする非営利の団体や、それら非営利団体の役職員・関係者を対象に募金活動を実施し

ています。 

    

２２２２    配分金額配分金額配分金額配分金額    

基本的には一団体５０万円前後とさせていただきますが、これを超える場合であっても、

申請内容及び配分総額を勘案し審査の上配分させていただく場合があります。 

    

３３３３    本基金への配分申請資格団体本基金への配分申請資格団体本基金への配分申請資格団体本基金への配分申請資格団体    

１）活動内容 

被災された方々の真の意味での人生の再構築は、現実と向き合い人と人との触れ合い

により心を癒し、希望を見出すことから始まるものと思います。本応援基金は、東日本

大震災被災地域において、そのような被災者の「心の復旧・復興」を通じて生活再建の

支援活動を主目的として活動している団体へ配分を行います。 

２）法人格 

公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、特定非営利活動法人（いわゆる NPO 法

人）、社会福祉法人、更生保護法人等の非営利団体並びに任意団体で積極的に情報公開に

努めている団体。 

３）配分対象事業 

  上記１）の活動内容に則した事業に使用すること。例えば、①被災者を対象にした各

種イベント開催、②被災者慰問活動、③コミュニティ活性化のための広報・誘致活動、

④教訓の承継啓発活動、⑤住民の支え合い支援活動、⑥伝統文化保存維持、など。 

４）資金使途 

  配分対象事業のために使用する費用は、費目の如何にかかわらずすべて 対象となり

得ます。例えば、物資・機材購入、旅費等移動関係費用、会場設営・撤去費用、人件費・

謝金、通信費、準備会議費用、広報・宣伝費等です。 

※申請書費目には予定金額を記載ください。 
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５）中間支援団体等の推薦 

必須条件ではありませんが、連携する中間支援団体の推薦があれば申請書に記入して

ください。ただし、任意団体の場合は、中間支援団体の推薦を必須条件とします。 

６）その他 

  ・被災地域に活動拠点を置いている団体 

    

４４４４    応募・選考の方法応募・選考の方法応募・選考の方法応募・選考の方法    

１）応募 

申請に当たっては、①配分申請書、②団体定款（規則）、③直近の事業計画書、④直近

の事業報告書（決算書含む）を、２月末必着で、郵送で下記送付先へお送りください。

お送りいただいた書類は採否にかかわらず返送いたしません。 

＜送付先＞ 〒113-0021 東京都文京区本駒込 2-27-15 

       公益法人協会「東日本大震災 草の根支援組織応援基金」係 

 ２）選考方法 

  ・有識者で構成する配分委員会（３月開催）で選考します。選考にあたり、事務局より

応募内容等に関する問い合わせや現地ヒアリングへのご協力をお願いすることがあり

ます。 

・助成見送りの場合、その具体的理由はお答えできかねますので、あらかじめご了承く

ださい。 

 

５５５５    配分金決定・送金時期配分金決定・送金時期配分金決定・送金時期配分金決定・送金時期    

第１回配分は３月末までに決定し通知の上、送金する予定です。配分された資金は、

活動計画に従い迅速に目的とする活動にお使いいただくようお願いします。 

    

６６６６    寄附者の氏名・名称のご通知寄附者の氏名・名称のご通知寄附者の氏名・名称のご通知寄附者の氏名・名称のご通知    

５の配分決定通知の際、本基金に寄せられた多くの寄附者の氏名・名称を記載したリスト

をご参考のため同封しますので、これらの方々の被災者に向けられた厚い志と絆を共有して

いただきますようお願いします。 

        

７７７７    活動報告書の提出活動報告書の提出活動報告書の提出活動報告書の提出    

資金を使い切った時点で活動報告書、会計報告書（配分対象活動経費にかかる領収書の写

し含む）を公益法人協会にご提出いただきます。 

 

【お問い合わせ】 

担当者  長沼、柴崎、白石 

電 話  03-3945-1017 

E-mail   naganuma@kohokyo.or.jp 、shibazaki@kohokyo.or.jp 

以上 


